
　
消
防
署
で
は
、
一
刻
を
争
う
消
火
活
動
に
支

障
な
く
消
防
用
井
戸
や
消
火
栓
を
使
用
で
き
る

よ
う
、
消
防
自
動
車
を
使
用
し
た
維
持
・
管
理

な
ど
の
点
検
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

　
点
検
に
伴
う
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
エ
ン
ジ

ン
音
や
排
水
な
ど
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
ご
迷

惑
を
お
掛
け
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
火
災

が
発
生
し
た
と
き
に
大
切
な
生
命
と
財
産
を
守

る
た
め
の
重
要
か
つ
必
要
な
業
務
で
す
。
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
消
防
署
☎
5
5
0
―
2

1

2

　
3

　
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
区
域
で
、
ま
だ
下
水

道
へ
切
り
替
え
て
い
な
い
方
は
、
一
日
も
早
く

下
水
道
に
接
続
し
ま
し
ょ
う
。

　
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
は
、
下
水
道
が
利
用
可

能
に
な
っ
た
日
か
ら
3
年
以
内
、
浄
化
槽
を
使

用
し
て
い
る
方
は
、
速
や
か
に
下
水
道
に
接
続

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
接
続
工
事
を
行
う
際
は
、
必
ず
行
田

市
排
水
設
備
指
定
工
事
店
に
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
下
水
道
課
普
及
促
進
担
当
☎

5
6
4
―
0
3
0
3

　
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
道
路
な
ど

の
整
備
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
望
を
事
業
化

す
る
に
当
た
り
、
よ
り
公
平
性
・
透
明
性
を
確

保
し
、
か
つ
効
率
的
な
事
業
執
行
が
図
れ
る
よ

う
、「
行
田
市
生
活
道
路
等
整
備
事
業
評
価
シ
ス

テ
ム
」
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　
事
業
評
価
の
結
果
は
、
次
の
場
所
で
閲
覧
で

き
ま
す
。

▼
閲
覧
場
所
お
よ
び
内
容

【
道
路
治
水
課
】
生
活
道
路
や
生
活
排
水
路

の
整
備
要
望
に
関
す
る
事
業
評
価

【
農
政
課
】
農
道
や
農
業
用
用
排
水
路
の
整

備
要
望
に
関
す
る
事
業
評
価

▼
問
い
合
わ
せ
　

【
道
路
治
水
課
】
道
路
新
設
改
良
に
つ
い
て

は
道
路
建
設
担
当
、
道
路
維
持
修
繕
に
つ
い

て
は
維
持
補
修
担
当
、
排
水
路
整
備
に
つ
い

て
は
治
水
担
当
い
ず
れ
も
☎
5
5
0
―
1

5

5

3
【
農
政
課
】
農
道
や
農
業
用
用
排
水
路
整
備

に
つ
い
て
は
耕
地
担
当
（
内
線
3
8
8
）

消
防
水
利
点
検
作
業
に
ご
協
力
を

下
水
道
に
接
続
し
て
快
適
な
生
活
を

平
成
25
年
度
の
行
田
市
生
活
道
路
等
整

備
事
業
評
価
が
閲
覧
で
き
ま
す

　市では、火災により自宅などを焼失し、緊急に別の住ま
いを必要とする方（世帯主）へ、民間賃貸住宅をあっせんす
るとともに、家賃の一部を補助しています。
▶対象
・火災の原因がその世帯に属する方の故意によるもので
ないこと
・火災発生時に市内に住所を所有していたこと
・生活保護を受けていないこと
・その世帯に属する方全員が市税を滞納していないこと
▶補助金の限度額
月額41,500円（敷金および礼金などを除く）
※月の途中で賃貸借契約を締結および解約し、家賃額が
日割り計算された場合は、その額と補助限度額を同じ
日数で日割り計算し、いずれか低い額を補助します。

▶補助金交付期間
賃貸借契約を締結した日から起算して3カ月以内
▶その他
申し込み時の提出書類など詳細については、市ホームペ
ージをご覧ください。
▶問い合わせ　建築課住宅管理担当☎550―1554

　素早く火災を
発見し、警報を
発することで火
災発生を知らせ
る住宅用火災警
報器。平成23年
6月に全ての住
宅に設置するこ
とが義務付けら
れました。
　設置を必要とする場所は寝室です。また、
寝室が2階などにある場合は階段にも設置し
なければなりません。
　本市においても平成25年に発生した火災
では、住宅用火災警報器により早期に火災を
発見し、居住者の命を守った事例があります。
　住宅火災から大切な生命と財産を守る「住
宅用火災警報器」を早急に設置しましょう。
なお、台所への設置は任意です。
▶問い合わせ　消防本部予防課☎550―2121

火災に遭われた方へ民間賃貸住宅の
家賃の一部を補助します

つけましたか？　　　　
　　　住宅用火災警報器
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　古代蓮の里では、蓮の開花期に限定し、次の期間は駐
車料金を徴収します。
　市民の皆さんは、本ページ上段「古代蓮の里市民無料駐
車券」を切り取り、駐車場係員に提出することで、駐車場
を無料で利用できます。本券を提出されない場合は有料
となりますので、ご注意ください。
　また、行田蓮まつり開催日の7月14日㈰は、市民無料
駐車券を利用できませんので、ご理解ご協力をお願いし
ます。
　なお、臨時駐車場として小針クリーンセンター北側敷
地を無料開放します。混雑時や行田蓮まつりの当日など
は、係員の指示に従ってください。
▶有料期間 6月22日㈯～8月4日㈰
▶有料時間 午前5時～午後2時
▶駐車料金　
【普通・小型・軽自動車】1台500円
【乗合型自動車（バス）】1台1,500円
※障害者手帳をお持ちの方、二輪車での利用の方は無料
※市外団体の商用利用は有料
▶注　　意 4回目以降は有料となります。
▶そ の 他 本券を紛失された場合は都市計画課で再発
行します。
▶問い合わせ 同課公園担当☎550―1550

　「古代蓮の里ホタルの会」では、市と協働で
古代蓮の里ホタルの川にヘイケボタルの幼虫
を放流し育てています。
　ホタルの飛び交う様子を多くの皆さんに観
ていただくため、次の日程で観賞会を開催し
ます。
▶日　　時 6月14日㈮～16日㈰午後7時30
分～8時30分※雨天または強風時は、中止
する場合があります。
▶場　　所 古代蓮の里ホタルの川
▶内　　容 ホタルの会会員が案内および説
明をします。
▶注　　意 カメラや懐中電灯の光をホタル
に向けることを禁止します。
▶そ の 他  観賞会以外の日でも、6月末ま
で、晴れた風のない日の午後7時30分から8
時30分ごろにホタル
を見ることができま
す。
▶問い合わせ 都市計画
課公園担当☎550―
1550

古代蓮の里駐車場有料期間中の
市民無料駐車券を配布します

幻想的なホタルの舞を楽しむ夕べ
ホタル鑑賞会を開催します

古代蓮の里
市民無料駐車券

本券一枚で
乗用車一台限り
（※乗合型バスを除く）

～有効期間～
平成 25年 6月 22日㈯から
平成 25年 8月 4 日㈰まで
（※7月 14日㈰行田蓮まつりを除く）

～有料時間～
午前 5時から午後 2時まで

古代蓮の里
市民無料駐車券

本券一枚で
乗用車一台限り
（※乗合型バスを除く）

～有効期間～
平成 25年 6月 22日㈯から
平成 25年 8月 4 日㈰まで
（※7月 14日㈰行田蓮まつりを除く）

～有料時間～
午前 5時から午後 2時まで

古代蓮の里
市民無料駐車券

本券一枚で
乗用車一台限り
（※乗合型バスを除く）

～有効期間～
平成 25年 6月 22日㈯から
平成 25年 8月 4 日㈰まで
（※7月 14日㈰行田蓮まつりを除く）

～有料時間～
午前 5時から午後 2時まで
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